
号

外

八�
平

成
二
十
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
職
員
宿
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

管

財

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
庁
内
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

六

○
岐
阜
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

六

訓

令

甲

○
岐
阜
県
庁
防
火
対
策
実
施
要
綱
を
廃
止
す
る
訓
令

(

同

)

六

○
岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
同

)

七

○
岐
阜
県
財
産
評
価
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
同

)

七

規

則

岐
阜
県
職
員
宿
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号

岐
阜
県
職
員
宿
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
宿
舎
管
理
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中｢

交
番
、
駐
在
所｣

を｢

駐
在
所｣

に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中｢

決
定
通
知
書
の
交
付
の
日｣

を｢

決
定
通
知
書
に
お
い
て
知
事
が
指
定
す
る
日｣

に
改
め
、｢

す
る
と
と
も
に
、
宿
舎
入
居
届(

別
記
第
三
号
様
式)

を
知
事
に
提
出｣

を
削
り
、
同
条

第
二
項
中｢

別
記
第
四
号
様
式｣

を｢

別
記
第
三
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
十
二
条
中｢

、
そ
の
旨｣

を｢

、
第
十
条
第
一
項
に
定
め
る
期
間
内
に
辞
退
届(

別
記
第
四
号
様

式)

に
よ
り
そ
の
旨｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
四
項
中｢

基
く｣

を｢

基
づ
く｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中｢

者
が｣

を｢

者
は｣

に
改
め
、｢

及
び
家
事
使
用
人｣

を
削
り
、｢

同
居
さ
せ

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

を｢

同
居
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

い｣
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

場
合
に
お
い
て｣

を｢

規
定
に
か
か
わ
ら
ず｣

に
、｢

同
居
さ
せ
る

こ
と｣

を｢
家
族
以
外
の
者
を
同
居
さ
せ
る
こ
と｣

に
、｢

承
認
す
る｣

を｢

同
居
を
承
認
す
る｣

に

改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

宿
舎
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
は
、
自
己
の
負
担
に
お
い
て
模
様
替
そ
の
他
の
工
事
を
行
う
場
合

( ) 平成20年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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日
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と
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翌
日)

平
成
二
十
年
四
月
一
日



は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
当
該
工
事
が
宿
舎
の
使
用
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
も

の
で
あ
つ
て
、
明
渡
し
の
際
原
状
に
回
復
し
、
又
は
当
該
工
事
の
目
的
物
を
県
に
寄
付
し
、
若
し
く

は
当
該
工
事
に
係
る
県
に
対
す
る
請
求
権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
こ
れ
を
承
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中｢
一
に｣

を｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中｢

と
き｣

を｢

と
き
。｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

又
は
転
職｣

を｢

、
転
職
そ
の
他
の
理
由｣

に
、｢

と
き｣

を｢

と
き
。｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

宿
舎
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
宿
舎
を
明
け
渡
す
と
き
は
、
同
項
第
一

号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の

場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
事
由
が
生
ず
る
日
ま
で
に
、
宿
舎
を
明
け
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中｢

前
項
の
期
間
内｣

を｢

明
渡
期
限
日
ま
で｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

宿
舎
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宿
舎
を
明
け
渡
す
と
き
は
、
そ
の
旨

を
前
項
の
規
定
に
よ
る
明
渡
し
の
期
限
日(

次
項
に
お
い
て｢
明
渡
期
限
日｣

と
い
う
。)

ま
で
に

知
事
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
宿
舎
を
明
け
渡
し
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
宿
舎
退
去
届(

別
記
第
五

号
様
式)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
第
一
項
中｢

一
に｣

を｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中｢

と
き｣

を｢

と
き
。｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

居
住
せ
し
め
る｣

を｢

居
住
さ
せ
る｣
に
、｢

と
き｣

を

｢

と
き
。｣

に
改
め
る
。

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
条

宿
舎
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
が
宿
舎
を
明
け
渡
す
と
き
は
、
そ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
損

傷
又
は
汚
損
に
つ
い
て
、
原
状
に
回
復
し
て
明
け
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
第
五
項
中｢

新
に｣

を｢

新
た
に｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
二
項
中｢

除
く｣

を｢

除
く
。｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成20年４月１日 ( )２



別記

第１号様式 (第８条関係)

宿 舎 貸 与 申 請 書

年 月 日

岐阜県知事 様

職員宿舎を借り受けたいので､ 岐阜県職員宿舎管理規則第８条第１項の規定により申請します｡ なお､ 貸

与を受けたときは､ 同規則を遵守し､ 適正に管理いたします｡

所属コード 所 属 名 職員コード 氏 名�
入 居 予 定 日 年 月 日

希望する宿舎種類 世帯用 単身用 独身用 (該当に○)

現 住 所

現 住 所 の 状 況 宿舎 ・ 自家 ・ 借家 ・ 間借 ・ その他 ( )

車 の 所 有 台 数 台

同

居

予

定

者

氏 名 続 柄 年 齢 職 業 備 考

※世帯用宿舎を希望する場合のみ､ 記載願います｡

申

込

理

由(

選

択)

転 勤
旧 所 属 新 所 属

年 月 日付 電話番号

現 住 居 が 狭 い 専用延面積 ㎡ 部 屋 数 室

通 勤 が 困 難 通勤方法 通勤時間

家 賃 が 高 い 月額 円

そ の 他

所属長
意見欄

氏 名 印□

( ) 平成20年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
号
様
式
(第
９
条
関
係
)

宿
舎
貸
与
に
関
す
る
決
定
通
知
書

年
月

日

様

岐
阜
県
知
事

印□

年
月

日
に
申
請
の
あ
っ
た
宿
舎
の
貸
与
に
つ
い
て
､
下
記
の
と
お
り
決
定

し
た
の
で
通
知
し
ま
す
｡

記

１
年

月
日
か
ら
次
の
宿
舎
を
貸
与
し
ま
す
｡

宿
舎
名
及
び

所
在
地

２
あ
な
た
は
､
補
欠
の

番
で
す
｡

３
そ
の
他

�
貸
与
の
日
か
ら
10日
以
内
に
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
ず
､
入
居
を
延
期
す
る
必
要
が

あ
る
場
合
に
は
､
貸
与
の
日
か
ら
10日
以
内
に
入
居
延
期
申
請
書
を
提
出
し
て
承
認
を

受
け
て
く
だ
さ
い
｡

�
入
居
を
辞
退
す
る
場
合
は
､
貸
与
の
日
か
ら
10日
以
内
に
辞
退
届
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
｡

別
記
第
三
号
様
式
を
削
り
、
別
記
第
四
号
様
式
中｢職

氏
名

�
所
属
名

Ｔ
Ｅ
Ｌ

｣

を｢所
属
名
(電
話
番
号
)

氏
名

�
｣

に
、｢承

認
の
あ
つ
た
上
記
宿
舎
の
貸
与
に
つ
き

ま
し
て
｣

を｢上
記
宿
舎
の
貸
与
を
受
け
ま
し
た
が
｣

に
、｢第

10条
第
２
項
｣

を｢第
10条

第
２
項

の
規
定
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
三
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成20年４月１日 ( )４



年
月

日
付
け
で
貸
与
の
決
定
を
受
け
た
上
記
の
宿
舎
に
つ
き
ま
し

て
は
､
貸
与
を
辞
退
し
ま
す
の
で
､
岐
阜
県
職
員
宿
舎
管
理
規
則
第
12条
の
規
定
に
よ
り
届
け

出
ま
す
｡

所
在

地

宿
舎

名

辞
退

届

年
月

日

岐
阜
県
知
事

様

所
属
名
(電
話
番
号
)

氏
名

�

備
考
知
事
は
､
岐
阜
県
職
員
宿
舎
管
理
規
則
第
20条
に
規
定
す
る
原
状
回
復
の
状
況
そ
の
他
特

に
必
要
と
認
め
る
事
項
で
退
去
の
際
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
事
項
を
こ
の
様

式
に
付
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

年
月

日
に
宿
舎
を
退
去
し
ま
し
た
の
で
､
岐
阜
県
職
員
宿
舎
管
理

規
則
第
18条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
｡

所
在

地

宿
舎

名

宿
舎

退
去

届

年
月

日

岐
阜
県
知
事

様

所
属
名
(電
話
番
号
)

氏
名

�
第
４
号
様
式
(第
12条
関
係
)

別
記
第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
５
号
様
式
(第
18条
関
係
)

( ) 平成20年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



別
記
第
六
号
様
式
中｢Ｔ

Ｅ
Ｌ
｣

を｢電
話
番
号
｣

に
、｢職

氏
名
｣

を｢氏
名
｣

に
、｢第

18条
第

３
項
｣

を｢第
18条
第
４
項
の
規
定
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
、
第
十
二
条
、
第
十
八
条
及
び
別

記
様
式
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
際
、
現
に
改
正
前
の
第
十
八
条
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
係
る
宿
舎
の
明
渡
し
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
十
八
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

岐
阜
県
庁
内
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
二
号

岐
阜
県
庁
内
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
庁
内
管
理
規
則(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

所
定
の
場
所
以
外
で
喫
煙
す
る
こ
と
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

委
任)

第
八
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
庁
舎
の
管
理
に
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
二
号
の
二

岐
阜
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
公
有
財
産
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中｢

分
掌｣

を｢

処
理｣

に
改
め
、
同
条
中｢

事
務｣

を｢

事
務
の
う
ち
、
知
事

が
別
に
定
め
る
事
務｣

に
、｢

分
掌｣

を｢

処
理｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中｢

部
局
長｣

の
下
に｢(

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
事
務
を
所
属
の
課
の
長
又
は
現
地

機
関
の
長
に
処
理
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事
務
を
処
理
す
る
課
の
長
又
は
現
地
機
関
の
長)｣

に
、｢

参
考
と
な
る
資
料
を
添
え
て
、
総
務
部
長｣

を｢

あ
ら
か
じ
め
総
務
部
長｣

に
改
め
、
同
条
第

二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

行
政
財
産
の
使
用
の
許
可(

新
規
の
許
可
で
あ
つ
て
、
重
要
な
先
例
と
な
る
も
の
又
は
異
例
な

も
の
に
限
る
。)

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

第
八
条
第
六
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中｢

使
用
に
係
る
使
用
許
可｣

を｢

使
用
の
許

可｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中｢

貸
し

付
け
、
又
は｣

を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

公
有
財
産
を
貸
し
付
け
よ
う
と
す
る
と
き(

新
規
の
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
重
要
な
先
例
と
な
る

も
の
又
は
異
例
な
も
の
に
限
る
。)

。

第
八
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
一
号(

取
得
金
額(

無
償
譲
受
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
財
産
の
評
価
額
と
す
る
。)

が
一
千
万
円
未
満
の
財
産
の
取
得
に
限
る
。)

及
び
第
七
号(

評
価
額
が
一
千
万
円
未
満
の
財
産
の

処
分
に
限
る
。)

に
該
当
す
る
場
合
の
合
議
に
つ
い
て
は
、
管
財
課
長
限
り
と
す
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
中｢

分
掌｣

を｢

処
理｣

に
改
め
、
同
項
の
表
教
育
長
の
項
中｢

、
各
特
別
支

援
学
校
長
、
盲
学
校
長
及
び
ろ
う
学
校｣

を｢

及
び
各
特
別
支
援
学
校
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
五
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関
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河
川
環
境
研
究
所

各
務
原
市
川
島
笠
田
町

総
務
課
長

岐
阜
県
庁
防
火
対
策
実
施
要
綱
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
庁
防
火
対
策
実
施
要
綱
を
廃
止
す
る
訓
令

岐
阜
県
庁
防
火
対
策
実
施
要
綱(

昭
和
二
十
七
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
八
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
六
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
中｢

岐
阜
振
興
局
総
務
課
長｣

を｢

岐
阜
振
興
局
振
興
課
長｣

に
、｢

西
濃
振
興
局
総
務
課
長｣

を｢

西
濃
振
興
局
振
興
課
長｣

に
、｢

中
濃
振
興
局
総
務
課
長｣

を｢

中
濃
振
興
局
振
興
課
長｣
に
、

｢

東
濃
振
興
局
総
務
課
長｣

を｢

東
濃
振
興
局
振
興
課
長｣

に
、｢

飛�
振
興
局
総
務
課
長｣

を｢

飛�

振
興
局
振
興
課
長｣

に
改
め
、
同
表
機
械
材
料
研
究
所
の
項
中｢

総
務
課
長｣

を｢

部
長｣

に
改
め
、

同
表
生
物
工
学
研
究
所
の
項
中｢

総
務
課
長｣

を｢

所
長｣

に
改
め
、
同
表
畜
産
研
究
所
養
豚
研
究
部

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
南
飛
騨
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
の
項
中｢

課
長
補
佐｣

を｢

管
理
監｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
六
号
の
二

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
財
産
評
価
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
財
産
評
価
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
財
産
評
価
委
員
会
規
程(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

か
わ
る｣

を｢

代
わ
る｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中｢

財
産｣

を｢

取
得
予
定

金
額
が
一
千
万
円
以
上
の
財
産｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

財
産｣

を｢

処
分
予
定
金
額
が
一
千
万

円
以
上
の
財
産｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
成
二
十
年
四
月
一
日
印
刷

平
成
二
十
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


